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2はじめに

◼ 第58回広域系統整備委員会（2022年1月26日）において、当面の間（2026年度まで）、基幹系統では
混雑はほぼ発生しないということを前提に、ノンファーム型接続が適用された電源は需給調整市場へ参加できることと
していた。

◼ 他方で、第43回系統ワーキンググループ（2022年11月30日）において、複数のエリアで、2026年度までに基幹
系統で混雑が発生する結果が示されており、基幹系統で混雑が発生した際の需給調整市場における課題と対応に
ついて、早急に再整理が必要な状況となっている。

◼ また、第45回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2022年9月20日）において、
ローカル系統におけるノンファーム型接続の適用が検討されており、2022年度末頃を目途に、受付を順次開始する
ことが目指されていることから、今後、ローカル系統で発生する混雑について、ノンファーム型接続が適用された電源の
需給調整市場での参加の在り方等の検討も必要となる。

◼ 上記を踏まえ、今回、基幹系統およびローカル系統での混雑発生時の需給調整市場における課題と対応について
整理したため、ご議論いただきたい。



3(参考) 需給調整市場における検討課題について

出所）第33回需給調整市場検討小委員会（2022年11月2日）参考資料1をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_33_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_33_haifu.html


4（参考）第58回広域系統整備委員会の議論（1/2）

出所）第58回広域系統整備委員会（2022年1月26日）資料1をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/2021/seibi_58_shiryou.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/2021/seibi_58_shiryou.html


5（参考）第58回広域系統整備委員会の議論（2/2）

出所）第58回広域系統整備委員会（2022年1月26日）資料1をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/2021/seibi_58_shiryou.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/2021/seibi_58_shiryou.html


6（参考）第43回系統ワーキンググループの議論

◼ 複数エリアにおいて、2026年度までに基幹系統混雑が発生する見込みが示されている。

出所）第43回系統ワーキンググループ（2022年11月30日）資料4をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/043_04_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/043_04_00.pdf


7（参考）第45回再エネ量導入小委の議論（1/2）

出所）第45回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2022年9月20日）資料1をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/045_01_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/045_01_00.pdf


8（参考）第45回再エネ量導入小委の議論（2/2）

出所）第45回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2022年9月20日）資料1をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/045_01_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/045_01_00.pdf
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11今後の混雑見通しについて

◼ 第58回広域系統整備委員会において、基幹系統では当面の間（2026年度まで）混雑はほぼ発生しないとこと
を前提に、ノンファーム型接続が適用された電源（以下、ノンファーム電源）は需給調整市場へ参加できることとし、
2027年度以降については、今後の混雑見通しを踏まえながら参加の在り方や系統混雑発生時に需給調整市場に
参加できることとした場合に必要となる対応を検討していくこととしていた。

◼ 他方で、基幹系統の混雑見通しについては、上述の委員会（2022年1月）以降の新規連系申込みの増加等の
理由により、複数のエリアで2026年度までの足元においても混雑発生の蓋然性が高まっている状況。

◼ また、ローカル系統の混雑見通しについても、ローカル系出力制御の準備が整う2024年度以降順次、複数エリアで
混雑発生する可能性がある。

◼ このように2026年度までの足元においても、基幹系統・ローカル系統で混雑が発生する見通しであることから、系統
混雑発生時の需給調整市場における課題と対応について、早急に整理が必要な状況となっている。

エリア
基幹系統での
混雑発生見通し

見通しの変更理由

北海道 2024年度～
2022年1月以降に、ノンファーム型接続（再エネ電源）の早期拡大を図るため再給電対応の前倒し
判断を行ったことに加え、再エネ電源の新規連系申込みもあったことから、2024年度からの混雑発生
見込みに変わった

東京 2026年度～
2022年1月時点においても、2026年度から極めて限定的な混雑が発生する見通し（一方で、電源
接続系統の見直しにより実際には混雑は発生しない見込みであるため、今回の定量評価からは除外）

中部 2022年度～
2022年1月以降の新規連系申込みの増加により、3月にノンファーム適用系統が発生したことから、
混雑が発生する見込みに変わった

※北陸・関西・中国・九州は2026年度までの混雑発生見込みなし、また東北・四国は将来の不確実性まで見込むと混雑発生の可能性あり



12

出所）第63回広域系統整備委員会（2022年9月21日）資料2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/2022/seibi_63_shiryou.html

◼ 2027年度においては、軽負荷期等の限定された断面ではあるが、全国で複数エリアにおいて、基幹系統・ローカル
系統の両方で混雑が発生する見込み（100箇所以上）が示されている。

（参考）2027年度における系統混雑の見通し

※現在、九州エリアで混雑解消のための運用対策等についても検討中であるため、その結果次第でも混雑想定結果が変わる可能性があることに留意

https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/2022/seibi_63_shiryou.html


13

◼ ローカル系統へのノンファーム型接続の適用拡大にあたってはシステム開発が必要であり、システム開発の完了する
2024年度以降に系統混雑が発生すると考えられる。（基幹系統は、既存システムの活用で適用拡大を前倒し）

（参考）ローカル系統における系統混雑について

出所）第32回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2021年5月12日）資料4をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/032_04_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/032_04_00.pdf
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◼ 混雑見通しには、その想定方法により、比較的発生の蓋然性が高い見通し（広域メリットオーダーシミュレーション、
想定潮流合理化等）や、比較的発生の蓋然性が低い見通し（将来の不確実性を織り込んだ想定）が存在する。

◼ そのため、混雑見通しについては、それぞれの目的・特徴に応じて使い分ける必要があり、例えば市場の制度設計に
おいては、新たな負担が生じる可能性もあることから、比較的発生の蓋然性が高い見通しを使うことが望ましい。

◼ また、容量市場はピーク時設備容量を決定するものであることから、ピーク断面での混雑発生有無が重要であるのに
対し、需給調整市場は8760時間の調整力を調達するものであることから、軽負荷期も含め全断面での混雑発生
影響を評価することが重要等の違いがある（今回、判明した2026年度までの混雑見通しは軽負荷期等の発生で
あるため、容量市場には直接影響しない）。

（参考）混雑見通しの想定方法

制度 目的・特徴 望ましい混雑見通し

容量市場
(長期脱炭素

電源オークション)

供給計画

・将来の一定時期に必要となる設備容量の確認や確保を行う
・混雑に伴う将来時点のkW調達量やその詳細を精緻に想定
することが難しい

・混雑に伴うkW追加調達を行う場合、新たな負担が発生

・比較的発生の蓋然性が高い見通し
・ピーク断面等、需給への影響が最も
大きい特定断面における混雑影響
評価

需給調整
市場

・8760時間において、必要な調整力が調達でき、実需給に
おいて発動可能

・混雑に伴うΔkW追加調達を行う場合、新たな負担が発生

・比較的発生の蓋然性が高い見通し
・全断面での混雑発生影響評価

設備形成
（システム
構築）

・信頼度基準を満足する
（潮流が常時容量を超過しない、万が一の際の抑制方法の確立など）

・比較的発生の蓋然性が低い見通し
（場合に応じて）



15目次
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16系統混雑発生時の需給調整市場における課題について

区分 課題 詳細

系統全体 ①混雑処理用ΔkWの確保 ・混雑処理に必要な混雑処理用ΔkWを非混雑系統でどのように
確保するか

②需給調整用ΔkWの不足 ・発動が制限される混雑系統の需給調整用ΔkWを非混雑系統側
でどのように代替するか（②-1）

・発動制限される需給調整用ΔkWをどのような考え方で負担するか
（②-2）

リソース単体 ③参加の在り方 ・ノンファーム電源の需給調整市場への参加を認めるか否か

◼ 系統混雑発生時の需給調整市場における課題については、まず系統全体の課題として、第32回本小委員会にて
整理した、調整力の確保に関する２つの課題（「混雑処理用ΔkWの確保」（課題①）、「需給調整用ΔkWの
不足」（課題②））がある。

◼ また、課題②については、発動制限される需給調整用ΔkWを非混雑系統でどのように代替するかという点（②-1）、
また発動制限される需給調整用ΔkWをどのような考え方で負担するかという点（②-2）に分類される。

◼ 加えて、リソース単体の課題として、これまで混雑がほぼ発生しない前提でノンファーム電源の市場参加を認めていた
が、その前提自体が変わるため、改めてノンファーム電源の「参加の在り方」（課題③）についても検討が必要となる。

◼ なお、課題①～③とも、基幹系統とローカル系統の特徴の違い（範囲の広狭、抑制手段等）により、影響度や
対応も変わりうるものと考えられる。



17（参考）系統混雑を考慮した調整力確保の課題

出所）第32回需給調整市場検討小委員会（2022年9月26日）資料4をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_32_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_32_haifu.html


18（参考）混雑処理用ΔkWの確保（課題①）

出所）第32回需給調整市場検討小委員会（2022年9月26日）資料4をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_32_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_32_haifu.html


19（参考）需給調整用ΔkWの不足（課題②）

出所）第32回需給調整市場検討小委員会（2022年9月26日）資料4をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_32_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_32_haifu.html


20基幹系統とローカル系統の特徴の違いについて

混雑イメージ 混雑イメージ

非混雑系統 混雑系統 混雑系統非混雑系統

特徴
・放射状系統が基本
・再エネ中心の電源構成
・混雑処理は再給電方式（一定の順序）と同様の
出力制御順・方法での制御

（ただし、非調整ノンファーム電源は計画値変更）

範囲は狭い

範囲は広い
基幹系統 ローカル系統

特徴
・放射状、ループ両方存在
・様々な燃種の電源構成
・混雑処理は再給電方式（調整電源の活用）

→再給電方式（一定の順序）

◼ 基幹系統とローカル系統では、系統構成・電源種等の特徴が異なっており、基幹系統では放射状・ループ両方あり、
様々な燃種の電源構成となっているのに対し、ローカル系統は放射状が主で、再エネ中心の電源構成となっている。

◼ このような特徴の違いから、ローカル系は混雑が発生しても、混雑系統の範囲は基幹系統に比べて、相対的に狭い
ものと考えられる。

◼ また、混雑処理の制御方法について、基幹系統は先着優先廃止し、2022年12月下旬より調整電源を活用した
再給電方式を導入し、2023年12月までに調整電源以外の電源も含め一定の順序により出力制御する再給電
方式へ移行することとなっている。

◼ ローカル系統については、第46回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会において、基幹
系統と同様に、再給電方式（一定の順序）と同様の出力制御順、出力制御方法で制御することを基本とすると
整理された（ただし、非調整ノンファーム電源については、計画値変更の出力制御となる等の違いがある）。



21（参考）ローカル系統の特徴

出所）第62回広域系統整備委員会（2022年7月22日）資料2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/2022/seibi_62_shiryou.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/2022/seibi_63_shiryou.html


22（参考）ノンファーム型接続の適用系統・電源と制御対象・方法

出所）第43回系統ワーキンググループ（2022年11月30日）資料4をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/043_04_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/043_04_00.pdf


23（参考）ローカル系統における混雑処理の制御方法

出所）第46回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2022年11月15日）資料2をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/046_02_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/046_02_00.pdf


24【課題①】 混雑処理用ΔkWの確保について

◼ 混雑処理では、混雑系統での下げ調整（抑制）だけでなく、非混雑系統での上げ調整（焚増）が必要となる。

◼ 具体的には、計画潮流の運用容量に対する超過量（混雑量）分の混雑処理用ΔkWが、非混雑系統において
確保できるかが課題となる。

混雑系統非混雑系統

計画潮流 100
運用容量 50

下げ調整
50

上げ調整
50

混雑系統

非混雑系統

下げ調整
50

上げ調整
50

【課題①】非混雑系統
において混雑処理用
ΔkWが確保できるか

超過量
50

計画潮流 100
運用容量 50

超過量
50

基幹系統 ローカル系統

混雑処理イメージ

混雑処理イメージ

基幹系統

ローカル系統

【課題①】非混雑系統
において混雑処理用
ΔkWが確保できるか



25【課題①】 各エリアの混雑量と対応策について

◼ 各エリアの基幹系統における2026年度までの混雑量を確認したところ、下表のとおりであった。

◼ 現時点の混雑見通し（混雑発生の初期段階）であれば、混雑量すなわち混雑処理用ΔkWの必要量は少なく、
非混雑系統内の余力の範囲で対応できる※1と考えられる。

基幹系統

※1 再エネ変動等により想定以上の混雑が発生した場合も、緊急時として追加起動を行うことで対応可能

エリア 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州

混雑発生
時期

2024
年度

― ―
2022
年度

― ― ― ― ―

最大
混雑量※2

60
(1.1%)

― ―
198

(0.9%)
― ― ― ― ―

エリア内の
調整電源

5,376 ― ― 21,963 ― ― ― ― ―

【2026年度までの混雑発生見通し（基幹系統）】

※2 ()内の数値は、最大混雑量/エリア内の調整電源

[MW]



26（参考）余力活用契約における緊急時の追加起動について

出所）第32回需給調整市場検討小委員会（2022年9月26日）資料4をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_32_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_32_haifu.html


27【課題②】 需給調整用ΔkWの不足について

◼ 混雑発生時は、混雑系統で確保した需給調整用ΔkWが発動できなくなるため、非混雑系統において需給調整用
ΔkWを代替できるかといった課題（②-1）や、発動制限されるΔkW価値の取扱い含めた負担の考え方について
整理する必要（②-2）がある。

◼ 前者（②-1）について、ローカル系統の場合は混雑系統範囲が狭い（発動制限されるΔkWが少ない）ことから、
基本的には基幹系統と比べて影響は小さいものと考えられる。

混雑系統非混雑系統
計画潮流 50
運用容量 50

需給調整用
ΔkW50

（発動制限）

混雑系統

非混雑系統
計画潮流 50
運用容量 50

需給調整用
ΔkW50

需給調整用
ΔkW20

（発動制限）

需給調整用
ΔkW80

【課題②-1】
非混雑系統において
需給調整用ΔkWが

代替できるか

【課題②-2】
発動制限される

ΔkW負担の考え方

基幹系統 ローカル系統

代替確保イメージ基幹系統

代替確保イメージローカル系統

【課題②-1】
非混雑系統において
需給調整用ΔkWが

代替できるか

【課題②-2】
発動制限される

ΔkW負担の考え方



28【課題②-1】 各エリアの発動制限されるΔkWと代替可否について

◼ 各エリアの基幹系統における2026年度までの発動制限量を確認したところ、下表のとおりであった。

◼ エリア内調整電源の最大13%程度の需給調整用ΔkWが発動制限を受けることとなるが、2026年度までの混雑
見通しは軽負荷期での発生であり、軽負荷期においては設備量に対して残余需要が少なく、非混雑系統側の余力
は設備量としては十分にあることから、非混雑系統においてΔkWを代替すること自体は可能と考えられる。

基幹系統

エリア 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州

混雑発生
時期

2024
年度

― ―
2022
年度

― ― ― ― ―

最大
制限量※1

700※2

(13.0%)
― ―

198
(0.9%)

― ― ― ― ―

エリア内の
調整電源

5,376 ― ― 21,963 ― ― ― ― ―

【2026年度までの発動制限見通し（基幹系統）】

※2 ループ系統の一部

※1（）内の数値は、最大制限量/エリア内の調整電源

[MW]



29（参考）残余需要と余力の関係について

◼ 軽負荷期（残余需要が少ない時）は、重負荷期（残余需要が多い時）に比べて、設備量と残余需要の差が
大きく、設備量としての余力は大きいものと考えられる。

設備量

調整電源

ΔkW確保量

非混雑系統

残余需要

ΔkW確保量

残余需要

50%

設備量

調整電源

ΔkW確保量

残余需要

ΔkW確保量

残余需要

50%

※%はエリア内の調整電源が基準であり、数値は一例

混雑系統

10%

軽負荷期
の余力

重負荷期
の余力

軽負荷期 重負荷期 軽負荷期 重負荷期

発動制限発動制限

ΔkW代替

10%10%

10%

40%

10%



30【課題②-2】 発動制限されるΔkWの取扱いについて

◼ 一方で、発動制限されるΔkW代替の実施主体および責任（負担）主体については、論点（②-2）となりうる。

◼ 考えられる下記3案のうち、ΔkW代替の責任主体を一般送配電事業者とする案3は、事業者に対して非混雑系統
で需給調整用ΔkWを供出させる立地誘導インセンティブがなく、反対に、案1・案2について、案1は代替の確実性の
懸念や案2は費用回収方法の整理が必要など、それぞれに特徴がある。

◼ 上記も踏まえ、引き続き、資源エネルギー庁や電力・ガス取引監視等委員会と更なる検討を進めることとしたい。

基幹系統 ローカル系統

案1 案2 案3

ΔkW代替
方法の
考え方

混雑系統で需給調整用ΔkWを落札
した事業者が、自ら非混雑系統で
代替ΔkWを確保する
（実質、特定負担）

一般送配電事業者が非混雑系統で
代替ΔkWを確保し、確保費用は
混雑系統で需給調整用ΔkWを落札
した事業者が負担（特定負担）

一般送配電事業者が非混雑系統で
代替ΔkWを確保する（一般負担）

実施主体 事業者 一般送配電事業者 一般送配電事業者

責任主体
事業者
（発動制限ΔkWの価値を認めない）

事業者
（発動制限ΔkWの価値を認めない）

一般送配電事業者
（発動制限ΔkWの価値を認める）

負担の
考え方

代替確保費用を事業者が特定負担 代替確保費用を事業者が特定負担
（一送が一旦、立替えて回収）

発動制限ΔkWへの対価
＋代替確保費用を一般負担

特徴

・現行の系統起因による抑制時の
考え方（ΔkW価値がなくなる）とも
整合が取れている

・事業者による代替のみでは、確実性
が懸念される

・事業者に対して非混雑系統で需給
調整用ΔkWを供出させる立地誘導
インセンティブがある

・現行の系統起因による抑制時の
考え方（ΔkW価値がなくなる）とも
整合が取れている

・費用回収方法の整理が必要
・事業者に対して非混雑系統で需給
調整用ΔkWを供出させる立地誘導
インセンティブがある

・他の案に比べ、発動制限ΔkWへの
対価分の負担が増加する

・事業者に対して非混雑系統で需給
調整用ΔkWを供出させる立地誘導
インセンティブがない



31（参考）系統起因による出力抑制時の取扱い

◼ 現行の取引規程では、予見性のない系統起因による出力抑制等の場合は、ペナルティ倍率が1.0倍（ΔkW価値
がなくなる）とされている。

出所）取引ガイド（三次調整力② 2022年4月1日実施）をもとに作成
https://www.tdgc.jp/jukyuchoseishijo/outline/docs/guide3rd2_220401.pdf

https://www.tdgc.jp/jukyuchoseishijo/outline/docs/guide3rd2_220401.pdf


32（参考）需給調整用ΔkWの不足への対応により生じる費用

◼ 需給調整用ΔkWの不足への対応（非混雑系統でのΔkW代替）のため、以下の費用が生じる。
費用①：発動が制限される需給調整用ΔkWへの対価の支払い（混雑時においてもΔkW価値を認める場合）
費用②：非混雑系統での代替となる需給調整用ΔkWの確保に要する費用

基幹系統 ローカル系統

混雑系統非混雑系統
計画潮流 50
運用容量 50

需給調整用
ΔkW50

（発動制限）

需給調整用
ΔkW50

代替ΔkW

【費用②】
代替ΔkWの
確保費用

代替確保イメージ基幹系統

ローカル系統

【費用①】
発動制限ΔkWへの対価の支払い

（ΔkW価値を認める場合）



33【課題③】 参加の在り方について（基幹系統）

◼ 基幹系統においては、再給電方式の導入により先着優先がなくなり、出力抑制の順番はノンファーム型接続の有無
に関わらないことから、市場参加可否を論じる際は、ノンファーム電源以外（ファーム電源）かノンファーム電源かでは
なく、混雑系統内の電源全てが対象になると考えられる。

◼ この点、混雑は常に起きている訳ではないことから、ファーム電源・ノンファーム電源の区別なく、商品要件を満たして
いるのであれば、当面（2026年度程度まで）は参加可能とする整理が合理的と考えられる（第58回広域系統
整備委員会での整理を踏襲）。

◼ そのうえで、混雑発生時のΔkW価値については、出力抑制によりΔkWの供出ができないことから、事業者に対価を
支払わないこととすることが考えられるが、詳細については、30ページで述べたΔkWの代替・責任主体の検討の中で、
資源エネルギー庁や電力・ガス取引監視等委員会と更なる検討を進めることとしたい。

基幹系統

ΔkWΔkW

基幹系統の再給電方式［調整電源］

元ファーム 元ノンファーム

設備容量

＜混雑発生時のアセスメント＞
アセスI：ΔkW供出（上げ調整）可能な

状態になっていないため、×
アセスII：上げ調整指令はないため、〇
⇒混雑は常に発生している訳ではないので、

市場参加自体は可能
計画値 計画値

出力抑制値

設備容量



34【課題③】 参加の在り方について（ローカル系統）

◼ 元々、ローカル系統における混雑処理方法として考えられていたノンファーム抑制の場合、ノンファーム電源のみ出力
抑制されることとなり、第46回広域系統整備委員会においては、ノンファーム抑制時にΔkWを確保できない（アセス
メント違反になる）ことから、一旦は市場参加不可と整理していた。

◼ 一方、ローカル系統における混雑処理方法については、第46回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネット
ワーク小委員会において、基幹系統の再給電方式（一定の順序）と同様の出力制御順、出力制御方法で制御
することを基本とすると整理された（非調整のノンファーム電源については、計画値変更の出力制御となる）。

◼ この場合、需給調整市場に参加する調整電源については、基幹系統と同じ扱いになることから、ローカル系統も基幹
系統と同様に、商品要件を満たしているのであれば、当面（2026年度程度まで）はノンファーム電源の需給調整
市場への参加自体は可能と整理することでどうか（ΔkWの代替・責任主体については、基幹系統の整理と合わせて
資源エネルギー庁や電力・ガス取引監視等委員会と更なる検討を進めたい）。

ローカル系統

過去の整理

＜混雑発生時のアセスメント＞
アセスI：ΔkW供出（上げ調整）可能な

状態になっていないため、×
アセスII：上げ調整指令はないため、〇
⇒混雑は常に発生している訳ではないので、

市場参加自体は可能

今後の整理（案）

＜混雑発生時のアセスメント＞
アセスI：ΔkW供出（上げ調整）可能な

状態になっていないため、×
アセスII：上げ調整指令はないため、〇
⇒アセス違反となるため、市場参加自体が不可

ローカル系統の再給電方式［調整電源］

ΔkWΔkW

元ファーム 元ノンファーム

設備容量

計画値 計画値

出力抑制値

設備容量



35（参考）過去のノンファーム電源の需給調整市場の参入可否についての議論

出所）第46回広域系統整備委員会（2020年1月24日）資料1をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/2019/seibi_46_shiryou.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/2022/seibi_63_shiryou.html


36系統混雑発生時の需給調整市場における課題と対応を踏まえた方向性

区分 課題 詳細 対応

系統
全体

①混雑処理用
ΔkWの確保

・混雑処理に必要な混雑処理用ΔkW
を、非混雑系統でどのように確保するか

・混雑発生初期は混雑量が少なく、非混雑
系統の余力で対応可能（基幹・ローカル）

②需給調整用
ΔkWの不足

・発動が制限される混雑系統の需給調
整用ΔkWを、非混雑系統側でどのよう
に代替するか

・混雑発生初期は制限量が少なく、非混雑
系統でΔkWを代替すること自体は可能
（基幹・ローカル）

・発動制限される需給調整用ΔkWを、
どのように取扱うか

・代替費用の負担のあり方含めて、国と連携
し、更なる検討（基幹・ローカル）

リソース
単体

③参加の在り方 ・ノンファーム電源の需給調整市場への
参加を認めるか否か

・商品要件を満たしているのであれば、当面
（2026年度程度まで）は参加可能（ローカル）

※基幹系統は従来整理を踏襲

◼ 系統混雑発生時の需給調整市場における各課題と対応を整理すると、下表のとおりとなる。

◼ 需給調整用ΔkWが不足する際の代替費用の負担のあり方を含めて、発動制限されるΔkWの扱いについて、資源
エネルギー庁や電力・ガス取引監視等委員会と更なる検討が必要となるが、その他の課題については対応可能な
目途が立っていることから、需給調整市場の全商品の取引が開始され、かつローカル系統の混雑発生が見込まれる
2024年度から今回の整理を適用することとしてはどうか。
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38まとめ

◼ 当面（2026年度まで）においても、系統混雑が発生することも踏まえて、系統混雑時の需給調整市場における
課題と対応を整理した結果、混雑発生初期は影響が小さく、各種課題への対応が可能な見通しである。

◼ そのため、ローカル系起因のノンファーム電源の需給調整市場への参加については、需給調整市場の全商品の取引
が開始され、かつローカル系統の混雑発生が見込まれる2024年度から当面（2026年度程度まで）は認めることと
してはどうか。（基幹系は従来の第58回広域系統整備委員会での整理を踏襲）

◼ なお、需給調整用ΔkWが不足する際の代替費用の負担のあり方を含めて、発動制限されるΔkWの扱いについては
資源エネルギー庁や電力・ガス取引監視等委員会と更なる検討を行うこととしたい。

◼ また、混雑の影響が大きくなる将来に向けては、引き続き、日本における混雑発生状況や、混雑処理手法に関する
議論状況も踏まえながら、系統混雑時の需給調整市場における課題に関する検討を進めていきたい。


